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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、豊かで楽しく快適な暮らしの創造を目指す「豊・楽・快　創造企業」を経営理念とし、高品質で低価格な住宅を提供する企業としてその社
会的責任を果たし、お客様・株主・取引先・地域社会・従業員等、全てのステークホルダーから信頼される企業を目指しております。

そのために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置付け、取締役会・監査役会等による経営監督機能の強化を図るための
体制を整備し、法令遵守は勿論のこと、社内規程・社会常識・倫理観に則り行動することを「企業行動基準」ならびに「コンプライアンス基本方針」
に定めてコンプライアンス経営を実現し、迅速かつ的確な意思決定を行い、経営の健全性・透明性の確保に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則１－２　株主総会における権利行使】の補充原則―２

現在、当社では会議投資家比率およびコストを勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を行っておりませんが、今後株
主の利便性や海外投資家比率を勘案し必要と認められる場合は議決権行使の環境整備や招集通知の英訳について検討してまいります。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は企業年金制度を設けておらず、また、現時点では創設を予定しておりませんが、今後必要と判断された場合は、アセットオーナーとしての
機能を発揮できる体制を構築してまいります。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】の補充原則―２

現在、当社では中期経営計画は策定しておりませんが、当社の目指すべき姿やそこに至るプロセスの考え方などについてはホームページ「IR情
報」に公表しており、これが経営戦略・経営計画に該当すると考えております。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】の補充原則―３

現在、当社ではCEO等の後継者に関する具体的な計画については策定しておりませんが、今後計画の策定とその監督の仕組みについて検討し
てまいります。

【原則４－１０　任意の仕組みの活用】の補充原則―１

当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役は取締役９名中２名であります。社外取締役には、独立性や専門的な知識を活かし適切な助
言を得る体制を整えております。現在、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、今後必要に応じて仕組みの構築について検討してまいりま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス・コードにおいて開示すべきとされる事項については、下記のとおり適切に行っております。

【原則１－４　政策保有株式】

当社では、政策保有株式はありません。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、取締役の利益相反取引および競業取引を取締役会の決議事項としております。関連当事者間の取引につきましては、発生の可能性が
ある都度、その取引が当社の経営の健全性を損なっていないか、株主共同の利益を害することはないか、合理的判断に照らし合わせて有効であ
るか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に視点を置き、総務部において、また必要に応じて監査役や内部監査室の意見を
徴して協議しております。また、当社グループ間取引においては、「子会社管理規程」により相互に不利益が生じないよう定めており、その旨遵守
しております。

取締役および監査役については、本人およびその関連当事者との取引について、毎年４月に取引の有無、内容、金額等について書面での回答を
求めるとともに、会計データ等を検索し取引の有無等の網羅的な確認を行っております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）経営理念等

当社は本報告「基本的な考え方」に記載のとおり、「経営理念」「コンプライアンス基本方針」等を定め、当社のホームページに掲載しております。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告「基本的な考え方」に記載のとおりです。また、コーポレート・ガバナンスに関する基
本方針は、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則について、具体的な検討をしたうえで整理し、決定しております。

（３）取締役等の報酬決定に関する方針と手続き

本報告「取締役報酬関係」に記載しております。

（４）取締役・監査役候補の指名に当たっての方針と手続き

当社の取締役候補者は、当社が定める「取締役選任基準」に基づいて取締役会にて選任しております。また、監査役候補者は、経営管理や会計
に関する十分な知識を有し、適切な監査が期待できることを条件に、監査役会の同意を得て選任しております。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】の補充原則―１

意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて、具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議により決定しております。また、業務
執行に係る職務権限、業務分掌等については社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて、見直しがなされる仕組みを構築しておりま
す。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」等を参考に社外役員（社外取締役および社外監査役）の独立性基準を定め
ております。資質については、企業に関する法律実務の知識または経営者等の経験を活かした幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視



点、また専門的視点から意見具申ができる人物を独立社外取締役の候補者として選任しております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】の補充原則－１

当社では、取締役、監査役ともに選任基準は、人格、識見ともにふさわしく経営管理能力に優れていること、当社の「経営理念」を尊重し、「コンプラ
イアンス基本方針」および「企業行動基準」に従い、各種法律を遵守する強い意識を持っていることを条件としており、特に社外取締役および社外
監査役につきましては、経営・危機管理・法律・会計等に関する高い知見を有していることを条件に選任しております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】の補充原則－２

当社の取締役および監査役につきましては、他の上場会社の役員を兼任しておりません。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】の補充原則－３

当社は、毎期初に取締役会の実効性に関して、全取締役および全監査役による自己評価を実施しております。その結果を基に、顧問弁護士が取
締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。取締役会は、この分析・評価を踏まえ、取締役会の実効性を更に高めてまいります。

【原則４－１４　取締役・監査役のトレーニング】の補充原則－２

当社における基本情報（経営戦略・財務戦略等）の共有は勿論、定期的に自主研修会を開催し、必要に応じて外部講師を招いた研修会を行うな
ど、取締役および監査役がその職務を遂行する上で必要な知識・情報を共有するように取り組んでおります。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社における株主との対話につきましては、経営企画本部が中心となって関係部門と適切に情報交換を行ったうえで実施します。なお、投資判断
に必要となる重要な情報については、東京証券取引所の適時開示に関するルールに則り、適時・適切に開示し、適時開示後速やかに当社ホーム
ページにも掲載することとしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

塙圭二 3,690,000 25.92

株式会社フラワーリング 3,200,000 22.48

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,100,600 7.73

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 894,500 6.28

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG

FUNDS/UCITS ASSETS
674,200 4.73

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 317,900 2.23

GOVERNMENT OF NORWAY 223,817 1.57

株式会社足利銀行 206,000 1.44

JPMCB NA ITS LONDON CLIENTS AC MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LIMITED 145,400 1.02

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 137,000 0.96

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

当社の代表取締役社長である塙圭二は、「オーナー」に該当し、株式会社フラワーリングの株主であり代表取締役社長に就任しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員

数
500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高
100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松沢博 他の会社の出身者

廣木富雄 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松沢博 ○ 該当事項はありません。

住宅関連マーケティングの専門家であることか
ら、その専門的知識を当社の経営に活かして
いただくため、社外取締役として選任しておりま
す。また、当社との間に特別な利害関係は無
く、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い
ため独立役員として指名しております。



廣木富雄 ○

同氏は、当社の主要な取引銀行である足
利銀行の執行役員に平成14年７月から平
成16年３月まで就任しておりましたが、平
成16年３月に同行を退職し既に10年以上
が経過しております。当社の同行からの
借入比率は約23％ですが、同行以外に多
数の金融機関と取引があり、同行が当社
の意思決定に対して影響を与える恐れは
ありません。

経営および金融・財務に関する豊富な経験と知
見を有しており、この経験を活かして、業務執
行に対する一層の監督強化を図っていただくた
め、社外取締役に選任しております。

また、当社との間に特別な利害関係は無く、一
般株主との利益相反が生じる恐れが無いため
独立役員として指名しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人、内部監査室は、それぞれの担当分野で厳正な監査を行っておりますが、監査計画や監査結果に関する意見交換を随時実
施することで相互に連携し、より一層の監査品質の向上を図っております。監査役と内部監査室との連携は、内部監査室の行う各事業所の監査
に同行し助言・指導を行っており、また、内部監査室が社長に提出した内部監査報告書の回付を受けて改善状況に関して確認・助言を行っており
ます。なお、監査役と内部監査室は同執務室内に席を設けていることから、随時情報交換等が行える状況となっております。また、監査役と会計
監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携は、監査計画および期中の監査手続の経過の説明・報告ならびに監査結果の報告を受けるとと
もに、必要に応じて内部監査室を交え協議を開催しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

塚越通永 他の会社の出身者

佐藤晋治 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

塚越通永 ○ 該当事項はありません。

経営および金融・財務に関する豊富な経験と知
見を当社の監査に活かしていただくため、社外
監査役に選任しております。また、当社との間
に特別な利害関係は無く、一般株主との利益
相反が生じる恐れが無いため独立役員として
指名しております。

佐藤晋治 ○ 該当事項はありません。

公認会計士であり、財務・会計に関する専門的
知識を当社の監査に活かしていただくため、社
外監査役に選任しております。また、当社との
間に特別な利害関係は無く、一般株主との利
益相反が生じる恐れが無いため独立役員とし
て指名しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を、すべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

平成29年６月の定時株主総会にて取締役に対する業績連動型株式報酬の制度導入が承認となり、平成29年８月より導入しております。

（１）本制度の概要

　　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、
取締役に対して、当社が定める役員報酬に係る株式給付規程（以下、「株式給付規程」という。）に従って、業績達成度、業績貢献度に応じて当社
株式を給付する業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

（２）対象者

　　当社の取締役（社外取締役を除く）

（３）対象期間

　　平成30年３月末日で終了する事業年度から平成32年３月末日で終了する事業年度までの３事業年度および当該３事業年度の経過後に開始
する３事業年度ごとの期間とします。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

１億円以上の者がいないため、個別開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



取締役および監査役の報酬等の総額は株主総会の決議による旨を定款に定めております。

役員毎の取締役および監査役の報酬等については、役職および本人の経験・能力・実績などに基づき、取締役会および監査役会にて決定してお
ります。

平成29年度に係る取締役および監査役の報酬

・取締役９名に対する報酬等の総額：210,652千円

・監査役３名に対する報酬等の総額： 13,200千円

・上記のうち、社外役員4名に対する報酬等の総額：16,800千円

株主総会決議による取締役報酬の総額は年額５億円以内、監査役報酬の総額は年額３千万円以内です。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

定例取締役会の開催日は年間スケジュールで定め、重要な会議日程についても月初に案内をしております。取締役会の議案については事前に
関係資料を送付し、加えて個別説明を行い十分な検討ができるようにサポートしております。また、その他の重要事項についても、資料送付・情報
提供を適時行い、監督機能が有効に機能する環境を整備しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【取締役会】　

当社の取締役会は、取締役９名（うち社外取締役２名）で構成されており、取締役会規程に基づいて株主総会終了直後および定時取締役会を毎
月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。会議については、監査役３名（うち社外監査役２名）も出席して建設的な議論を
行っております。また、各取締役は職務の執行状況について、取締役会で報告を行っております。

なお、当社は業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は、その業務執行状況について四半期に一度取締役会にお
いて報告しております。

【監査役会】

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、監査役会規程に基づいて株主総会終了直後および定時監査役会を毎
月１回開催しております。なお、必要に応じ臨時に監査役会を開催することとしております。また、監査役は重要な会議に予め定めた業務分担に
従い出席しております。

【監査役監査】

年度当初に策定した監査方針・監査計画に従い、期中監査においては、取締役の職務執行状況、財産管理状況、店舗・事業所の運営管理等に
ついて監査を実施し、把握された問題点について当該監査役が監査調書を作成し、監査役会また必要に応じて代表取締役社長に提出しておりま
す。

期末監査においては、計算書類・附属明細書、その他株主総会提出議案を中心に監査を実施し、その結果を監査役会に報告したうえで、監査役
会監査報告書を代表取締役社長へ提出しております。

【内部監査】

社長直轄の内部監査室を設置し、年度当初に策定した内部監査基本計画書に基づき、全拠点について、原則として実地監査により行っておりま
す。監査終了後は、拠点毎に内部監査報告書を作成し社長の承認を得るとともに、取締役会にて総評を報告しております。

【会計監査】

当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、監査契約を締結して定期監査を受け、適正な会計処理に努めておりま
す。　　

なお、平成30年３月期における会計監査の執行状況は次のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定有限責任社員　業務執行社員　小松　聡

　　指定有限責任社員　業務執行社員　羽鳥　良彰

　　指定有限責任社員　業務執行社員　鎌田　竜彦

・監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士４名、その他７名

【コンプライアンスへの取り組み】

当社は、企業価値向上のためにコンプライアンス意識醸成とその体制の徹底が不可欠であると認識しており、「コンプライアンス基本方針」ならび
に「企業行動基準」を制定し、全役職員がその行動指針である「KI CREDO」を実践しております。また、内部通報規程を定めて「内部通報窓口」を

設置し、法令違反、社内規程違反等があった場合は通報できる体制を整備しております。

【リスク管理体制の整備】

当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性がある様々なリスクについては、「リスク管理規程」に基づき総務部が当社のリスクの把握、一元管理を
行うともに、各部門・事業所と連携してリスクマネジメントを推進しております。また、不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づいて
迅速かつ適切に対応できる体制を整えることとしております。

【責任限定契約】

当社と社外取締役および社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役９名で構成される取締役会および監査役３名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締
役を２名、社外監査役を２名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しておりま
す。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
議決権行使について十分な検討時間を確保できるよう、法定期日の１週間前に発送して
おります。

集中日を回避した株主総会の設定 平成30年の定時株主総会は同年６月26日に開催致しました。

電磁的方法による議決権の行使
今後、株主の利便性を勘案し必要と認められる場合は、パソコンやスマートフォンから議
決権の行使が可能となるよう検討を行います。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後、株主の利便性を勘案し必要と認められる場合は、議決権電子行使プラットフォーム
への参加について検討を行います。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページに専用ページを設けて掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

通期決算短信及び第2四半期決算短信発表後に決算説明会を開催しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載 当社のホームページに専用ページを設けて掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
情報取扱責任者　専務取締役　瀧口裕一

担当部門　IRの専任部署として平成30年８月より経営企画本部を設置

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、企業倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で「企業行動基準」を制定し、全役職
員に周知しております。また、「コンプライアンス基本方針」を定めてホームページへの掲載
ならびに各事業所の店頭に掲示しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、「コンプライアンス基本方針」ならびに「企業行動基準」において、

環境活動および社会貢献活動に積極的に取り組む旨を定め、その活動の内容を当社の
ホームページに掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、「企業行動基準」にステークホルダーに対して適時・適切に企業情報を提供する旨
を定めております。適時開示情報については、TDnetおよび必要に応じて記者発表等に
よって行う方針であります。また、適時開示後速やかに当社のホームページに掲載するこ
ととしております。

その他
当社では、女性社員の活躍推進を積極的に行っており、平成29年６月に取締役に1名就任
しており、平成30年６月には新たに執行役員に１名就任しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において以下のとおり内部統制システムに関する基本方針を決定し、全てのステークホルダーの期待に応えるべく、その体制の
構築と更なる体制強化に向けて鋭意取り組んでおります。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．取締役会は、法令等遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受けるもの
とします。

ｂ．当社は、企業行動基準、コンプライアンス規程などの倫理綱領を明確にし、役職員のコンプライアンスの実践と意識の維持・向上を図ります。

ｃ．当社は、内部通報窓口を社内及び社外に設置し、法令等違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努めます。

ｄ．監査役は、内部統制システムの整備状況を含めた取締役の職務執行に対する監査の充実に努めます。

ｅ．内部監査部門は社長直属とし、内部統制システムの整備状況を監査し、不正過誤の防止と業務の改善・指導を行います。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 　

ａ．当社は、取締役の職務執行に係る重要事項が記載された文書及び電磁的記録について、文書保管管理規程等の関係諸規程に基づき、適切
に作成・保管・管理を行います。

ｂ．取締役及び監査役は、これらの文書等を適宜閲覧できるものとします。

（３）当社グループにおける損失の危険に関する規程その他の体制

ａ．当社は、事業の継続と安定的な発展を確保するため、リスク管理規程に基づきリスクマネジメントを実践し、リスクの把握、リスクの回避及び損
失の最小化を図ります。

ｂ．緊急事態の発生時には、危機管理規程に基づき迅速かつ適切な対応を行います。

ｃ．内部監査室は、対象部署ごとに監査項目を決定し、リスクマネジメント監査を実施します。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．取締役は、定時又は臨時に開催される取締役会において会社の意思決定及び業務執行状況の報告を行います。

ｂ．当社は、職務権限規程により決裁権限を明確化し、その中で権限の下部委譲を行ってまいります。

ｃ．執行役員制度を採用し、取締役の職務執行の効率化を図ります。

（５）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

ａ．子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性等につき監視・監督または監査を行い
ます。

ｂ．「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営について自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行うこととします。また、子会社の業
績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には、適宜
報告を求めることとします。

ｃ．経理財務本部・総務部・内部監査室が子会社のコンプライアンス体制・リスク管理体制を監視すると同時に、内部統制システムの状況を監査
し、整備・運用を指導します。監査役はこれらの結果を踏まえ、監査を行います。

ｄ．当社内に子会社の内部通報窓口を設けることにより、業務の適正確保に努めます。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ａ．監査役は、必要に応じて当社の使用人から補助者を置くことができるものとします。

ｂ．監査役が補助者を置いた場合、その補助者に関する指揮命令権は監査役に委譲され、その間は取締役及び他の使用人は指揮命令権を有し
ないものとします。

ｃ．監査役の職務を補助する使用人の人事の決定ないし変更については、監査役会との事前協議を要するものとします。

（７）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

ａ．監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務の執行状況について報告を受けるものとします。

ｂ．当社グループの取締役及び使用人は、重要なリスク情報、当社グループに著しい損害・不利益を及ぼすおそれのある事項、法令・定款・諸規
程等に違反する行為を発見した場合、速やかに監査役へ報告します。

ｃ．内部監査室は、内部監査結果について定期的に監査役へ報告します。

（８）監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることを禁止し、その旨を当社並びに当社グ
ループの取締役及び使用人に周知徹底します。また、内部通報を行った者に対しても、通報者の不利益取扱いを禁止します。

（９）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必
要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ．監査役は、取締役及び使用人に対し、その職務遂行上必要があると判断した事項について、いつでも報告を求めることができるものとします。

ｂ．監査役は、代表取締役との間で定期的に会議を行います。

ｃ．監査役は、内部監査室・会計監査人と意見・情報交換を行う等連携を図ります。また、必要に応じて外部専門家から助言を受けることができる
ものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方

a.当社グループは、企業の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、さらに、グループを挙げて反社会的勢力の排除に取り組



みます。

b.当社グループは、如何なる理由があっても反社会的勢力との裏取引や資金提供を絶対に行いません。

c.当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対し、民事および刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わら
ず、一切、要求に応じません。

d.当社グループは、反社会的勢力への対応に関係する役職員等の安全を最優先し、グループを挙げ断固とした姿勢で臨みます。

e.当社グループは、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密に連携するとともに、政府および地方公共団体が実施する暴力団排除に関
する施策に協力するよう努めます。

（２）その整備状況

a.当社は、反社会的勢力との関係遮断を企業行動基準に明記し、反社会的勢力の排除に関する規程を定め、上記基本方針をホームページに掲
載しています。

b.当社は、お客様やお取引先との契約に関して、契約書又は約款等に反社会的勢力の排除に関する条文を記載し、契約を締結しています。

c.当社は、公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターに加盟し、関係情報の提供を受けるほか、警察機関、弁護士等と緊密に連携
し、安全な街づくりに積極的に取り組んでいます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



（ｄ）適時開示手続きに関する事務フロー図は次のとおりであります。 

決定事実に関する情報の適時開示業務フロー 

 

                            協議 

               管理本部        チェック 

             決定した重要事実 

                           チェック 

                    付議     アドバイス 

                            

                取締役会        意見陳述    監査役会                     

 

承認 

 

  

                                   情報開示 

                   

                   

 

 

 

発生事実に関する情報の適時開示業務フロー 

 

        業務執行部門 

         発生事実   

                              

報告    情報・資料  情報・資料     

              収集指示   提出      協議 

                             チェック 

      情報取扱責任者  管理本部長 

        協議    総務部長 経理財務部長 

              経営企画室長 関係部門長    チェック 

                             アドバイス 

                   報告 

                    

              取締役会                                       

         （緊急の場合、代表取締役社長）    意見陳述  監査役会 

 

                   承認 

                    

情報取扱責任者 

 

                   開示 

                  

           東京証券取引所（TDnet） 

監査法人 

顧問弁護士 

主幹事証券 

情報取扱責任者 

東京証券取引所（TDnet） 

当社ホームページ掲載 

監査法人 

顧問弁護士 

主幹事証券 



当社ホームページ掲載 

決算に関する情報の適時開示業務フロー 

 

   業務執行部門     会計データ 

           

           定性情報       数値情報                  

     管理本部長 

         総務部長           経理財務部長   チェック 

                連携                     

                   決算短信作成 

                              

                   付議          

                                       

              取締役会 

         （緊急の場合、代表取締役社長）    意見陳述 

 

                   承認 

                    

情報取扱責任者 

 

                   開示 

                  

            東京証券取引所（TDnet） 

            当社ホームページ掲載 

 

 

 

会計監査人 

監査役会 


